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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体と、
　前記像担持体に濃度制御用の現像剤像である試験パターンを形成する画像形成手段と、
　前記像担持体又は前記試験パターンに向けて光を照射する発光素子並びに該発光素子が
照射した光の反射光を受光する第１の受光素子及び第２の受光素子を含む検出手段と、を
備え、
　前記試験パターンを前記検出手段で検出した結果に基づき前記画像形成手段の画像形成
条件の制御を行う画像形成装置であって、
　前記第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射光を受光
する様に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体で
の拡散反射光を受光する様に設けられ、
　前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径は、前記第２の受光素子が受光す
る反射光のスポットの径より小さく、
　前記像担持体の表面の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前
記移動方向に沿って前記第２の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数
は、前記移動方向に沿って前記第１の受光素子により前記試験パターンをサンプリングす
る回数より少ないことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　像担持体と、
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　前記像担持体に濃度制御用の現像剤像である試験パターンを形成する画像形成手段と、
　前記像担持体又は前記試験パターンに向けて光を照射する発光素子並びに該発光素子が
照射した光の反射光を受光する第１の受光素子及び第２の受光素子を含む検出手段と、を
備え、
　前記試験パターンを前記検出手段で検出した結果に基づき前記画像形成手段の画像形成
条件の制御を行う画像形成装置であって、
　前記第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射光を受光
する様に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体で
の拡散反射光を受光する様に設けられ、
　前記第１の受光素子が受光する正反射光のスポットの径は、前記第２の受光素子が受光
する拡散反射光のスポットの径より小さく、
　前記像担持体の表面の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前
記移動方向に沿って前記第１の受光素子又は前記第２の受光素子のいずれか一方の受光素
子により前記試験パターンをサンプリングする回数は、前記移動方向に沿って他方の受光
素子により前記試験パターンをサンプリングする回数に基づき求められることを特徴とす
る画像形成装置。
【請求項３】
　前記第１の受光素子及び前記第２の受光素子がサンプリングする前記試験パターンの前
記移動方向の間隔は等しいことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記間隔は前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径に等しいことを特徴と
する請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１の受光素子による複数回のサンプリングで前記第１の受光素子が受光する反射
光のスポットの前記移動方向における合計の長さは、前記第２の受光素子による複数回の
サンプリングで前記第２の受光素子が受光する反射光のスポットの前記移動方向における
合計の長さに等しいことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の画像形成装
置。
【請求項６】
　前記いずれか一方の受光素子がサンプリングする回数は、前記他方の受光素子がサンプ
リングする回数及びその間隔と、前記他方の受光素子が受光する反射光のスポットの径と
から求められる、前記他方の受光素子が受光する反射光のスポットの前記移動方向におけ
る合計の長さに基づき求められることを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　像担持体又は像担持体に形成された濃度制御用の現像剤像である試験パターンに向けて
光を照射する発光素子と、
　前記発光素子が照射した光の反射光を受光する第１の受光素子及び第２の受光素子と、
を備え、
　前記第１の受光素子及び前記第２の受光素子で検出した結果に基づき前記試験パターン
の濃度を検出する濃度検出装置であって、
　前記第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射光を受光
する様に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体で
の拡散反射光を受光する様に設けられ、
　前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径は、前記第２の受光素子が受光す
る反射光のスポットの径より小さく、
　前記像担持体の表面の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前
記移動方向に沿って前記第２の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数
は、前記移動方向に沿って前記第１の受光素子により前記試験パターンをサンプリングす
る回数より少ないことを特徴とする濃度検出装置。
【請求項８】
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　像担持体又は像担持体に形成された濃度制御用の現像剤像である試験パターンに向けて
光を照射する発光素子と、
　前記発光素子が照射した光の反射光を受光する第１の受光素子及び第２の受光素子と、
を備え、
　前記第１の受光素子及び前記第２の受光素子で検出した結果に基づき前記試験パターン
の濃度を検出する濃度検出装置であって、
　前記第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射光を受光
する様に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体で
の拡散反射光を受光する様に設けられ、
　前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径は、前記第２の受光素子が受光す
る反射光のスポットの径より小さく、
　前記像担持体の表面の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前
記移動方向に沿って前記第１の受光素子又は前記第２の受光素子のいずれか一方の受光素
子により前記試験パターンをサンプリングする回数は、前記移動方向に沿って他方の受光
素子により前記試験パターンをサンプリングする回数に基づき求められることを特徴とす
る濃度検出装置。
【請求項９】
　前記第１の受光素子及び前記第２の受光素子がサンプリングする前記試験パターンの前
記移動方向の間隔は等しいことを特徴とする請求項７又は８に記載の濃度検出装置。
【請求項１０】
　前記間隔は前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径に等しいことを特徴と
する請求項９に記載の濃度検出装置。
【請求項１１】
　前記第１の受光素子による複数回のサンプリングで前記第１の受光素子が受光する反射
光のスポットの前記移動方向における合計の長さは、前記第２の受光素子による複数回の
サンプリングで前記第２の受光素子が受光する反射光のスポットの前記移動方向における
合計の長さに等しいことを特徴とする請求項７から１０のいずれか１項に記載の濃度検出
装置。
【請求項１２】
　前記いずれか一方の受光素子がサンプリングする回数は、前記他方の受光素子がサンプ
リングする回数及びその間隔と、前記他方の受光素子が受光する反射光のスポットの径と
から求められる、前記他方の受光素子が受光する反射光のスポットの前記移動方向におけ
る合計の長さに基づき求められることを特徴とする請求項８に記載の濃度検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、複写機、プリンタ、ファクシミリといった電子写真方式を用いた画
像形成装置の濃度検出技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コンピュータネットワーク技術の進展により、画像出力端末としてのプリンタと
いった画像形成装置が普及し、近年では、画像形成装置が形成する画像の画質の安定性向
上の要求が高まっている。特に画像の濃度再現性に関しては、画像形成装置の設置環境の
変化や経時による変化、或いは、機差によらない高度な安定性が求められている。しかし
、画像形成装置は、各駆動部材、作像部材の継続使用による変化や、装置内の温度変化等
により、形成する画像の濃度が変動するので、初期設定のままではそのような高い要求値
を満たすことができない。そこで、画像濃度を最適に保つためにキャリブレーション（以
下、濃度制御と呼ぶ。）を行うことが一般的である。
【０００３】
　濃度制御においては、まず、試験用の現像剤像（以下、試験パターンと呼ぶ。）を、例
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えば、感光体、中間転写体、転写搬送ベルト等の循環移動体上に形成し、その試験パター
ンの位置及びその現像剤量と相関がある物理量をセンサで計測する。そして、計測結果と
試験パターンを形成したときの条件から、実際の印刷の画像濃度が適切となる様に、例え
ば、帯電バイアス、現像バイアス、露光量等の各制御対象を制御する。
【０００４】
　なお、試験パターンをセンサで検出するためには、試験パターンを当該センサが照射す
る光のスポット径よりも大きくすることが必要である。一方で、濃度制御における現像剤
の消費は、ユーザにとっては装置側の都合による無駄な消費であるため、極力、少なくす
る必要がある。
【０００５】
　特許文献１は、発光側の絞りが小さくても照射角度の精度が高く、かつ、製造ばらつき
による照射面積の変動に拘らず試験パターンの読み取り精度が高い光学センサを開示して
いる。この光学センサでは、空間分解能及び検出精度を共に高くできるため、比較的小さ
い試験パターンでも濃度を精度よく検出できる。特許文献２は、試験パターンで正反射し
た光と拡散反射した光をそれぞれ受光するための２つのフォトダイオードを有するセンサ
を使用する濃度制御方法を開示している。特許文献２によると、濃度制御のための試験パ
ターンの大きさは、正反射光よりサイズの大きい拡散反射光のスポット径に依存すること
が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２４１９３３号公報
【特許文献２】特開２００９－１３４０３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　画像形成装置においては、濃度制御用の試験パターンを形成するために消費する現像剤
量をさらに減らすことが求められている。同時に、画像濃度の再現性についても非常に高
いレベルが求められている。従って、小さい試験パターンでも精度良く濃度制御を行うた
めの効率の良い検出方法が必要となる。空間分解能が高く、かつ、検出精度の高いセンサ
を用いた場合でも、試験パターンを形成する対象物の表面状態のばらつきの影響を抑える
ためにはある程度の範囲の検出結果を平均化することが必要である。また、正反射光量を
正確に算出するためには拡散反射光量の算出が必要であり、したがって、同一エリアから
の正反射光量と拡散反射光量を検出する必要がある。ここで、拡散反射光のスポット径は
、正反射光のスポット径よりも大きいため、対象物の同一エリアからの正反射光量及び拡
散反射光量を検出しようとすると、拡散反射光のスポット径が試験パターンのサイズを決
める要因となっていた。
【０００８】
　本発明は、濃度制御用の試験パターンを小さくし、現像剤の消費を抑える画像形成装置
及び濃度検出装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によると、像担持体と、前記像担持体に濃度制御用の現像剤像である試
験パターンを形成する画像形成手段と、前記像担持体又は前記試験パターンに向けて光を
照射する発光素子並びに該発光素子が照射した光の反射光を受光する第１の受光素子及び
第２の受光素子を含む検出手段と、を備え、前記試験パターンを前記検出手段で検出した
結果に基づき前記画像形成手段の画像形成条件の制御を行う画像形成装置であって、前記
第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射光を受光する様
に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での拡散
反射光を受光する様に設けられ、前記第１の受光素子が受光する反射光のスポットの径は
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、前記第２の受光素子が受光する反射光のスポットの径より小さく、前記像担持体の表面
の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前記移動方向に沿って前
記第２の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数は、前記移動方向に沿
って前記第１の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数より少ないこと
を特徴とする。
【００１０】
　本発明の一態様によると、像担持体又は像担持体に形成された濃度制御用の現像剤像で
ある試験パターンに向けて光を照射する発光素子と、前記発光素子が照射した光の反射光
を受光する第１の受光素子及び第２の受光素子と、を備え、前記第１の受光素子及び前記
第２の受光素子で検出した結果に基づき前記試験パターンの濃度を検出する濃度検出装置
であって、前記第１の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像担持体での正反射
光を受光する様に設けられ、前記第２の受光素子は、前記発光素子が照射した光の前記像
担持体での拡散反射光を受光する様に設けられ、前記第１の受光素子が受光する反射光の
スポットの径は、前記第２の受光素子が受光する反射光のスポットの径より小さく、前記
像担持体の表面の移動方向における前記試験パターンの長さの範囲内において、前記移動
方向に沿って前記第２の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数は、前
記移動方向に沿って前記第１の受光素子により前記試験パターンをサンプリングする回数
より少ないことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　従来と比較し、濃度制御用の試験パターンを小さくし、現像剤の消費を抑えることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態による画像形成装置の画像形成部の概略的な構成図。
【図２】一実施形態による画像形成装置の制御構成を示すブロック図。
【図３】一実施形態によるセンサの構成図。
【図４】一実施形態による濃度制御のフローチャート。
【図５】一実施形態による濃度制御の動作タイミングを示す図。
【図６】一実施形態によるセンサ出力補正値と画像濃度との関係を示す図。
【図７】一実施形態による露光比率に対する画像濃度の関係を示す図。
【図８】一実施形態による画像濃度補正前のγカーブを示す図。
【図９】一実施形態による階調補正テーブルを示す図。
【図１０】一実施形態による濃度制御実行後の入力画像データに対する画像濃度を示す図
。
【図１１】一実施形態によるサンプリング平均回数と検出ばらつきの関係を示す図。
【図１２】試験パターンに対する従来のサンプリング位置の一例を示す図。
【図１３】一実施形態による、試験パターンに対するサンプリング位置を示す図。
【図１４】一実施形態による、試験パターンに対するサンプリング位置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の例示的な実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各図
においては、実施形態の説明に必要ではない構成要素については図から省略する。また、
以下の説明で使用する具体的な数値は説明のための例であり、本発明は以下の説明で使用
する具体的な数値に限定されるものではない。
【００１４】
　図１は、本実施形態の画像形成装置の画像形成部の例示的な構成図である。図１におい
て、参照符号の末尾にアルファベットａ、ｂ、ｃ、ｄを付与した構成要素は、それぞれ、
イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの現像剤像を中間転写ベルト３１に形成する部材
を示している。なお色を区別する必要が無い場合には末尾のアルファベットを省略した参
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照符号を使用する。回転駆動される感光体２は、対応する帯電ローラ３により予め決めら
れた極性・電位に一様に帯電処理される。露光部４は、対応する感光体２を走査すること
で、感光体２に静電潜像を形成する。現像部５は、対応する感光体２の静電潜像に現像剤
（トナー）を付着させて現像剤像を形成する。像担持体である中間転写ベルト３１を挟ん
で感光体２の対向に配置された一次転写ローラ１４は、一次転写電圧を印加することで感
光体２の現像剤像を中間転写ベルト３１に転写する。なお、各色に対応する感光体２の現
像剤像を重ねて中間転写ベルト３１に転写することでカラー像が形成される。感光体２か
ら中間転写ベルト３１に転写されず感光体２に残留した現像剤は、クリーニング部６によ
って除去回収される。
【００１５】
　中間転写ベルト３１は、駆動ローラ８、テンションローラ１０、対向ローラ３４により
張架され、テンションローラ１０により所定のテンションが保たれながら、駆動ローラ８
により図中の矢印ａの方向に回転駆動される。中間転写ベルト３１は、例えば、厚さ５０
～１５０μｍ程度の無端ベルト状であり、黒色で大きな反射率を有する材料が使用される
。具体的には、中間転写ベルト３１の材料としては、例えば、ポリイミドや、ＰＥＥＫ、
ＰＰＳ、ＰＶｄＦ、ＰＥＮなどのスーパーエンプラや、ＰＥＴなどの汎用エンプラを用い
ることができる。
【００１６】
　カセット１５に収容された記録材は、給紙ローラ１６により搬送路１７に送り出される
。二次転写ローラ３５は、二次転写電圧を印加することで、中間転写ベルト３１上の現像
剤像を、搬送路１７を搬送される記録材に転写する。なお、二次転写後に中間転写ベルト
３１上に残った現像剤はクリーニング部３３により除去される。記録材は、その後、定着
部１８に搬送されて現像剤像の定着が行なわれて画像形成装置外へと排出される。また、
画像形成部には、中間転写ベルト３１に形成された試験パターンを検出するためのセンサ
４０が、中間転写ベルト３１に対向して設けられている。
【００１７】
　図２は、本実施形態による画像形成装置の制御構成の例示的なブロック図である。ＣＰ
Ｕ１０１は、ＲＡＭ１０３を作業領域として使用し、ＲＯＭ１０２に格納された各種制御
プログラムに基づいて画像形成装置の各部を制御する。ＲＯＭ１０２には、各種制御プロ
グラムや各種データやテーブル等が格納されている。ＲＡＭ１０３は、プログラムロード
領域、ＣＰＵ１０１の作業領域、各種データの格納領域として使用される。検出部１０６
は、センサ４０を含み、中間転写ベルト３１上に形成した試験パターンを検出する。画像
形成部１０８は、ＣＰＵ１０１の制御の下、図１を用いて説明した様に画像形成を行う。
不揮発性メモリ１０９は、濃度制御実行時の光量設定等の各種データを保存している。
【００１８】
　続いて、センサ４０の詳細について図３を用いて説明する。センサ４０は、図３に示す
様に発光素子４０ａと、フォトダイオード等の２つの受光素子４０ｂ及び４０ｃを有して
いる。発光素子４０ａは、例えば、波長９５０ｎｍの赤外光を中間転写ベルト３１に向け
て照射する。受光素子４０ｂ及び４０ｃは、発光素子４０ａが照射し、中間転写ベルト３
１の表面又はその上に形成された試験パターンからの反射光を受光する。図２に示す検出
部１０６は、２つの受光素子４０ｂ、４０ｃが出力する受光量に応じた信号により現像剤
の付着量を算出する。なお、例えば、受光素子４０ｂ及び４０ｃが出力する最大電圧は３
．３Ｖである。
【００１９】
　本実施形態では、発光素子４０ａが照射し、中間転写ベルト３１で正反射した光を、受
光素子４０ｂが受光できる様に構成する。これに対して、発光素子４０ａが照射し、中間
転写ベルト３１で正反射した光を、受光素子４０ｃが受光しない様に構成する。よって、
図３に示す様に、本実施形態では、発光素子４０ａの照射角度と、受光素子４０ｂ（第１
の受光素子）の受光角度を、中間転写ベルト３１の法線方向に対して同じ角度Ａとする。
これに対して、受光素子４０ｃ（第２の受光素子）の受光角度を、中間転写ベルト３１の
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法線方向に対して、Ａとは異なる角度Ｂとする。一例として、角度Ａは１５°であり、角
度Ｂは４５°である。よって、受光素子４０ｂが受光する反射光には正反射成分と拡散反
射成分が含まれることになる。これに対して受光素子４０ｃが受光する反射光には拡散反
射成分のみが含まれることになる。中間転写ベルト３１に現像剤が付着すると、現像剤に
よって光が遮断されるため正反射光は減少し、よって、受光素子４０ｂの出力は低下する
。また、発光素子４０ａが照射する９５０ｎｍの赤外光をブラックの現像剤は吸収するが
、イエロー、マゼンタ、シアンの現像剤は拡散反射する。したがって、中間転写ベルト３
１へのイエロー、マゼンタ、シアンの現像剤の付着量が増大すると、受光素子４０ｃの出
力は大きくなる。なお、受光素子４０ｂもその影響を受ける。すなわち、イエロー、マゼ
ンタ、シアンに関しては、現像剤の付着量が多く、現像剤で中間転写ベルト３１の表面を
覆っても、受光素子４０ｂ及び４０ｃの出力はゼロにはならない。
【００２０】
　本実施形態においては、拡散反射成分の影響をできるだけ小さくするため、受光素子４
０ｂのアパーチャ径を受光素子４０ｃより小さくする。例えば、発光素子４０ａ、受光素
子４０ｂ及び受光素子４０ｃのアパーチャ径を、それぞれ、０．７ｍｍ、１．５ｍｍ、２
．９ｍｍとすることができる。よって、受光素子４０ｂによる正反射成分の検出範囲は、
φ１．０ｍｍ程度であり、受光素子４０ｃによる拡散反射成分の検出範囲は、発光素子４
０ａによる照射の拡がりに相当し、φ３．０ｍｍ程度である。以下、受光素子４０ｂが受
光する光のスポット径を正反射スポット径と呼び、受光素子４０ｃが受光する光のスポッ
ト径を拡散反射スポット径と呼ぶものとする。
【００２１】
　［画像濃度制御］
　画像形成装置では、消耗品の交換、使用する環境の変化（温度、湿度、装置の劣化等）
、印刷枚数等の諸条件によって、現像剤や画像形成に係る各部材の特性が変化する。その
特性の変化は、画像濃度の変動、色再現性の変化として顕在化する。すなわち、この変動
により、本来の正しい色再現性が得られなくなってしまう。そこで、本実施形態において
は、画像形成を行っていない間、所定の条件に合致すると、濃度制御用の複数の試験パタ
ーンを中間転写ベルト３１に形成し、それらの濃度をセンサ４０で検出する。そして、そ
の検出結果を基に、画像形成条件、つまり、画像濃度に影響を与える制御対象を制御する
。なお、画像濃度に影響を与える制御対象は、例えば、帯電バイアス、現像バイアス、露
光強度、階調補正テーブル等である。本実施形態においては、階調補正テーブルを制御す
るものとするが、例示であり、他の制御対象であっても良い。
【００２２】
　受光素子４０ｂ及び４０ｃの出力は、検出対象面である中間転写ベルト３１の表面の経
時による色味変化、センサ４０のロットのバラツキ等により変化する。この為、濃度制御
で用いる発光素子４０ａの最適光量設定を随時見直すための光量調整を定期的に行うこと
が重要となる。光量調整において、まず、受光素子４０ｂ及び４０ｃは、中間転写ベルト
３１自体の表面からの反射光を受光する。この様に、中間転写ベルト３１自体の表面から
の反射光を受光しているときに受光素子４０ｂ及び４０ｃが出力する信号を、それぞれ、
信号Ｂｂ及びＢｃとする。続いて、受光素子４０ｂ及び４０ｃは、中間転写ベルト３１に
形成した光量調整用の試験パターンの略中央部における反射光を受光する。この様に、試
験パターンからの反射光を受光しているときに受光素子４０ｂ及び４０ｃが出力する信号
を、それぞれ、信号Ｐｂ及びＰｃとする。なお、光量調整用の試験パターンは、有彩色３
色（イエロー、マゼンタ、シアン）のベタ画像とする。光量調整は、信号Ｂｂ、Ｂｃ、Ｐ
ｂ及びＰｃの総ての振幅が所定値以下となる様にすることで行う。なお、これら信号は、
中間転写ベルト３１の一周に渡って取得する。例えば、受光素子４０ｂ、４０ｃの最大出
力電圧が３．３Ｖである場合、信号Ｂｂ、Ｂｃ、Ｐｂ及びＰｃの最大値が２．５Ｖとなる
様に光量を調整することができる。最大出力電圧より小さくするのは、出力電圧の飽和に
よる測定失敗を防止するためであり、目標とする電圧を可能な限り大きくすることでダイ
ナミックレンジを最大限確保することができる。なお、この様にして求めた発光素子４０
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ａの最適光量については、次回の濃度制御で使用するため不揮発性メモリ１０９に保存す
る。
【００２３】
　続いて、本実施形態における濃度制御について図４及び図５を用いて説明する。ＣＰＵ
１０１は、濃度制御の開始により、Ｓ１で中間転写ベルト３１を回転させる。また、ＣＰ
Ｕ１０１は、Ｓ２において、不揮発性メモリ１０９に格納した濃度制御時の光量設定で、
発光素子４０ａを発光させる。ＣＰＵ１０１は、Ｓ３で中間転写ベルト３１を１周させ、
中間転写ベルト３１上に付着した現像剤を、クリーニング部３３により除去させる。これ
は、図５（Ａ）の区間Ａの処理に対応する。Ｓ４で発光素子４０ａの発光が安定すると、
受光素子４０ｂ及び４０ｃは、Ｓ５で中間転写ベルト３１の表面からの反射光を受光し、
これにより検出部１０６は、受光素子４０ｂ及び４０ｃが出力する信号Ｂｂ及びＢｃを取
得する。これは、図５（Ａ）の区間Ｂの処理に対応する。その後、中間転写ベルト３１が
さらに１周回転した所で、ＣＰＵ１０１は、図５（Ｂ）に示す様に、イエロー（Ｙ）、マ
ゼンダ（Ｍ）、シアン（Ｃ）及びブラック（Ｋ）の試験パターンを中間転写ベルト３１に
形成する。受光素子４０ｂ及び４０ｃは、Ｓ６で各色の試験パターンの略中央からの反射
光を受光し、これにより検出部１０６は、受光素子４０ｂ及び４０ｃが出力する信号Ｐｂ
及びＰｃを取得する。これは、図５（Ａ）の区間Ｃの処理に対応する。なお、図５（Ｂ）
に示す様に、信号Ｂｂ、Ｂｃ、Ｐｂ及びＰｃを取得、つまりサンプリングする位置は、中
間転写ベルト３１上の同一箇所となる様にＣＰＵ１０１は制御する。
【００２４】
　中間転写ベルト３１の周長や回転周期にはばらつきがある。よって、同一箇所での信号
を取得するためには、中間転写ベルト３１からの反射光を所定の間隔でサンプリングして
、サンプリング値を総てＲＡＭ１０３に記憶させることができる。そして、中間転写ベル
ト３１の周長情報（ベルト周回時間）に基づき、同一箇所からの反射光に対応する信号Ｂ
ｂ、Ｂｃ、Ｐｂ及びＰｃを選択する構成とすることができる。なお、ＲＡＭ１０３に保存
するのは、信号Ｂｂ及びＢｃのみであっても、信号Ｐｂ及びＰｃのみであっても良い。な
お、中間転写ベルト３１の周長情報は、ベルト端部に設けた図示しない周長検出用マーク
を、図示しない周長検出センサにより検出することで取得することができる。
【００２５】
　なお、本実施形態では、総ての試験パターンを、中間転写ベルト３１の周長以内に収め
るようにしている。信号Ｐｂ及びＰｃの取得が終了すると、Ｓ１１で発光素子４０ａを消
灯させる。また、Ｓ９で、試験パターンを除去するために中間転写ベルト３１のクリーニ
ングを行い、クリーニング終了後にＳ１０で中間転写ベルト３１の回転を停止させる。こ
れは、図５（Ａ）の区間Ｄの処理に対応する。また、ＣＰＵ１０１は、Ｓ５及びＳ６で取
得した結果を基に、Ｓ７で、現像剤の付着量に相当する値であるセンサ出力補正値を求め
る。換算方法は、種々のものが考えられるが、例えば、以下の式により算出することが可
能である。
センサ出力補正値＝｛Ｐｂ－α×（Ｐｃ－Ｂｃ）｝／Ｂｂ　　　（１）
　ここで、αは正反射スポット径及び拡散反射スポット径と、その検出感度の差をキャン
セルして正味の拡散反射光量を算出するための係数である。αは、画像形成装置を使用し
た制御により求めてＲＡＭ１０３又は不揮発性メモリ１０９に格納しておく。また、事前
に求めてＲＯＭ１０２に格納しておく。例えば、ベタ画像からの正反射出力の平均値が０
．２９Ｖであり、拡散反射出力の平均値が２．４６Ｖであるものとすると、αにはその比
率の０．１２を使用することができる。正反射光量及び拡散反射光量を検出するセンサに
おいて、正反射光量に対して十分な光量を確保するため、通常、拡散反射スポット径は正
反射スポット径よりも大きいことから、上記内容は一般的に有効である。
【００２６】
　式（１）の分子は、試験パターンに光を照射したときに受光素子４０ｂが受光する正味
の正反射光量、つまり受光素子４０ｂの受光量から拡散反射成分を引いた値である。よっ
て、センサ出力補正値が小さいほど、現像剤の付着量が多いことを意味する。ＣＰＵ１０
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１は、ＲＯＭ１０２に予め保存しておく図６に示すグラフに対応するテーブルにより、セ
ンサ出力補正値を、実際に記録材に印刷した際の画像濃度に換算する。図６に示す様に、
センサ出力補正値と画像濃度は線形に近い関係にある。よって、センサ出力補正値のばら
つきは、濃度制御後の画像濃度のばらつきに影響する。ＣＰＵ１０１は、Ｓ８で、センサ
出力補正値を画像濃度に変化した結果を基に、階調補正テーブルの更新を行う。
【００２７】
　続いて、試験パターンとγ補正について説明する。本実施形態において、試験パターン
は、例えば、副走査方向（画像形成プロセス方向）及び主走査方向（画像形成プロセス方
向とは直交する方向）の長さがそれぞれ６ｍｍ及び８ｍｍの方形のハーフトーン画像を複
数使用することができる。なお、副走査方向の試験パターンのサイズは、色ずれや試験パ
ターンのエッジにおける現像剤載り量が不均一になる傾向を考慮して、光スポットの照射
範囲に加えて、所定のマージンを設ける。
【００２８】
　試験パターンには、実際の画像形成に用いる多値ディザ処理を施す。例えば、露光部４
による露光比率が６％、１３％、２１％、３１％、４３％、６１％、７５％、９０％の８
個のハーフトーン画像を試験パターンとして使用することができる。なお、階調補正テー
ブルの更新の概略は以下の通りである。図７の横軸は、露光比率であり階調に相当する。
縦軸は記録材に印刷した際の画像濃度である。また、図８は、図７を最大濃度（露光比率
１００％時の濃度）で規格化し、各測定ポイントを通るように曲線近似したものである。
この曲線が画像濃度補正前のγカーブである。簡単に言うと、この画像濃度補正前のγカ
ーブの縦軸と横軸を入れ替えた、図９に示すテーブルが階調補正テーブルである。ホスト
からの入力画像データが示す濃度を階調補正テーブルで変換して実際の画像形成を行うこ
とで、図１０に示す様に、ホストによる画像濃度指示と実際の濃度の間に、線形の関係が
生まれ、正確な色再現を行うことができるようになる。
【００２９】
　続いて、本実施形態における信号Ｐｂ及びＰｃの取得方法について図１３を用いて説明
する。図１３において、符号８０は、方形の試験パターンであり、Ｄｓは正反射スポット
径であり、Ｄｄは拡散反射スポット径である。図１３は、受光素子４０ｂ及び４０ｃが、
中間転写ベルト３１の移動により移動する試験パターンのどの位置からの反射光を受光す
るかを示している。つまり、受光素子４０ｂ及び４０ｃが、試験パターンの移動方向に沿
って複数回サンプリングする位置を示している。上述した様に、正反射スポット径Ｄｓは
拡散反射スポット径Ｄｄよりも小さい。また、受光素子４０ｂ及び４０ｃのサンプリング
間隔をｉとし、正反射のサンプリング回数をｍ、拡散反射のサンプリング回数をｎとする
。なお、以下の説明において、サンプリング間隔とは、連続する２つのサンプリングの間
の中間転写ベルト３１の移動距離を意味するものとする。つまり、サンプリング間隔とは
、時間間隔ではなく、連続するサンプリングにおいて受光素子４０ｂ及び４０ｃが受光す
る中間転写ベルト３１での反射光のスポット間の距離を意味するものとする。このとき、
正反射スポットの照射長は、ｉ（ｍ－１）＋Ｄｓで表され、拡散反射スポットの照射長は
、ｉ（ｎ－１）＋Ｄｄで表される。したがって、ｍ－ｎ＝（Ｄｄ－Ｄｓ）／ｉを満たす場
合、副走査方向における正反射スポットの照射長と拡散反射スポットの照射長が同一にな
る。このとき、検出精度と現像剤消費量の最小化が達成される。なお、図１３において、
ｓ１及びｓ２は、色ずれや試験パターンのエッジにおける現像剤の載り量が不均一になる
傾向を考慮して設けたマージンである。
【００３０】
　例えば、正反射スポット径Ｄｓをφ１．０ｍｍとし、検出間隔ｉを０．２ｍｍとし、正
反射スポットのサンプリング回数ｍを２０回とする。この場合、正反射スポットの照射長
は、０．２×（２０－１）＋１．０＝４．８ｍｍとなる。なお、信号Ｐｂは各サンプリン
グ値を平均化処理して求める。
【００３１】
　また、例えば、拡散反射スポット径Ｄｄをφ３．０ｍｍとし、サンプリング間隔ｉを０
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．２ｍｍとし、サンプリング回数ｎを１０回とすると、拡散反射スポットの照射長は、０
．２×（１０－１）＋３．０＝４．８ｍｍと、正反射スポットの照射長と同じになる。な
お、信号Ｐｃは、各サンプリング値を平均化処理して求める。また、正反射と拡散反射の
サンプリング間隔を変えることも可能であるが、制御処理上はサンプリング間隔を揃えた
方が割り込みの回数を減らすことができる利点がある。本実施形態によると、副走査方向
において正反射スポットと拡散反射スポットの照射長は等しく、照射位置のずれを考慮し
ても、正反射及び拡散反射は、同一エリアからの反射光を取得することができる。
【００３２】
　正反射光量の検出のばらつきがセンサ出力補正値に大きく影響するのは現像剤像の濃度
が低いときである。一方、拡散反射光量のばらつきの影響が大きくなるのは現像剤像の濃
度が濃いときである。そこで、中間転写ベルト３１自体の表面からの正反射光量と、中間
転写ベルト３１に形成したベタ濃度の試験パターンからの拡散反射光量のばらつきを求め
、さらに、これらばらつきによる画像濃度の検出精度への影響を確認した。
【００３３】
　まず、正反射においては、中間転写ベルト３１の下地からの正反射光を受光時に受光素
子４０ｂの出力が２．５Ｖとなる様に発光素子４０ａの光量調整を行った。一方、拡散反
射においては、形成したベタ濃度の試験パターンからの拡散反射光を受光時に受光素子４
０ｃの出力が２．５Ｖとなる様に発光素子４０ａの光量調整を行った。結果を図１１に示
す。サンプリング間隔ｉ＝０．２ｍｍでサンプリングをおこなったところ、正反射光量の
ばらつきは６％程度であったのに対し、拡散反射光量のばらつきは３％程度であった。こ
のことから、正反射光と比較して、拡散反射光の検出が対象物のムラの影響を受け難いこ
とがわかる。
【００３４】
　なお、図１１より、正反射光については、サンプリング回数が多い程ばらつきが小さく
なることが分かる。しかしながら、サンプリング回数を大きくしすぎると、現像剤の消費
量及び制御時間が増加する。例えば、図１１の関係においては、サンプリング回数をばら
つきの減少が鈍くなる２０回とすることで、ばらつきを０．８％程度とすることができる
。なお、拡散反射光についてもサンプリング回数ｎが多い程ばらつきが小さくなるが、３
回以上とすることで、ばらつきが約１．５％になることが分かる。なお、センサ出力補正
値の算出において拡散反射光量の検出結果にαを乗じて正味の拡散反射光量を算出するこ
とから、実質的な拡散反射光量の検出ばらつきは０．２％未満に抑えることができる。本
実施形態においては、拡散反射スポットの照射長が、正反射スポットの照射長をカバーす
る様に拡散反射光のサンプリング数ｎを１０回とした。本構成により、例えば、上記数値
例を用いると、光量検出ばらつきを０．８％程度に抑制しつつ、正反射スポットが照射す
る長さを４．８ｍｍに抑制することができる。よって、試験パターンのサイズを小さくす
ることができ、拡散反射光の影響を抑えた精度の高い濃度制御を維持しつつ、現像剤の消
費量を削減することができる。
【００３５】
　続いて、比較のため、受光素子４０ｂ及び４０ｃのサンプリング回数が同じ従来の構成
を図１２に示す。図１２に示す様に、従来の構成においては、副走査方向の試験パターン
の長さは拡散反射スポットの照射長Ｌｃと、マージンｓ１及びｓ２の合計Ｌｃ＋ｓ１＋ｓ
２となる。なお、受光素子４０ｂ及び４０ｃのサンプリング回数が同じであるため、照射
長Ｌｃは、拡散反射スポット径Ｄｄとサンプリング回数により決まり、正反射スポットの
照射長は、照射長Ｌｃより短くなる。従来構成と比較して、本実施形態では、受光素子４
０ｃのサンプリング回数を受光素子４０ｂのサンプリング回数より少なくするので、図１
３の拡散反射スポットの照射長Ｌｄは、図１２の照射長Ｌｃより短くなる。よって、本実
施形態における現像剤消費量は、従来例と比較して（Ｌｄ＋ｓ１＋ｓ２）／（Ｌｃ＋ｓ１
＋ｓ２）だけ減少することがわかる。例えば、拡散反射スポット径Ｄｄをφ３．０ｍｍと
し、サンプリング間隔ｉを０．２ｍｍとし、サンプリング回数ｎを２０回とすると、照射
長Ｌｃ＝６．８ｍｍとなる。また、図１３を用いて説明した様に、サンプリング回数ｎを
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１０回とすると照射長Ｌｄ＝４．８ｍｍとなる。したがって、例えば、ｓ１＝ｓ２＝０．
５ｍｍとすると、現像剤の消費量を２６％削減できることになる。なお、マージンｓ１及
びｓ２が小さいほど、現像剤の消費抑制効果は大きくなる。
【００３６】
　なお、本実施形態では、画像濃度の検出ずれが１．０％未満になることを目標とし、よ
って上述したサンプリング回数を採用したが、目標レベルによってサンプリング回数を選
択することができる。また、本実施形態においては、現像剤の消費量の削減効果が最大に
なる、正反射スポットの照射領域と拡散反射スポットの照射領域の副走査方向の長さが等
しい場合について例示した。しかしながら、照射領域の長さが略等しい場合でも、検出精
度は保ちながら濃度制御に用いられる現像剤の消費量を削減できる。つまり、拡散反射光
のサンプリング回数を、正反射光のサンプリング回数より少なくすれば良い。具体的には
、一方、例えば、正反射光の照射長を決定し、この照射長に基づき、他方、つまり、拡散
反射光のサンプリングの回数及びタイミングを決定することができる。逆に、拡散反射光
の照射長を決定し、この照射長に基づき正反射光のサンプリングの回数及びタイミングを
決定することができる。
【００３７】
　＜第二実施形態＞
　続いて、第二実施形態について説明する。本実施形態は、反射光量のサンプリング周期
以外は第一実施形態と同様である。本実施形態の試験パターンのサイズは、例えば、第一
実施形態と同様、６ｍｍ×８ｍｍとする。これに対して、正反射光量の検出間隔ｉを正反
射光のスポット径と同じ１．０ｍｍとする。また、図１４に示す様に、受光素子４０ｂの
サンプリング回数ｍを５回とし、受光素子４０ｃのサンプリング回数ｎを３回とした。
【００３８】
　図１４に示す様に、正反射スポットの照射長は第一実施形態と同様であるが、そのスポ
ットに重なりが無くなる。本実施形態によると、検出回数を大幅に削減することができ、
サンプリング値を保存するのに必要なメモリの容量を大幅に削減できる。また、中間転写
ベルト３１の画像形成方向のばらつきが、面積としては平均化されているため、第一実施
形態の構成と比較して多少は検出精度が劣化するものの、画像形成装置が必要とする目標
値に合わせて本実施形態を使用できる。
【００３９】
　すなわち、中間転写ベルト３１や現像剤像のムラが小さい装置構成においては本実施形
態を、ムラが比較的大きい装置でさらに検出精度の要求が高い場合には第一実施形態の構
成を適用することができる。
【００４０】
　＜その他の実施形態＞
　なお、本発明は、上記説明した様に試験パターンを形成して濃度検出を行う、画像形成
装置に設けられる濃度検出装置として実現することもできる。また、本発明は、以下の処
理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフ
トウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置
に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログ
ラムを読み出して実行する処理である。



(12) JP 6087577 B2 2017.3.1

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(13) JP 6087577 B2 2017.3.1

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(14) JP 6087577 B2 2017.3.1

【図１３】 【図１４】



(15) JP 6087577 B2 2017.3.1

10

フロントページの続き

(72)発明者  仕田　知経
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  齋藤　卓司

(56)参考文献  特開２０１１－０７０１６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１５５８５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２２７４５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２９６１４７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　　１５／００　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

